














接続のしかたは？ガス機器を選ぶ際の注意事項は何だろう？

8 9

ガス機器の設置ガス機器の設置

当社がお届けしているガスは、
都市ガス「13A」です。
ガスの種類にあったガス機器を購入し、使用し
てください。

器具用プラグ

スリムプラグタイプ

ホースガス栓

※ゴム管止めを必ずはめてください。

ソフトコード（ゴム管）

ガスコード コンセントガス栓

ゴム管は赤い線までキッチリ差し
込んでください。

接続面にごみなどの
異物がないことを確
認して確実に接続し
てください。

ソケットに無理な力がかからないよ
う適切な種類を選んでください。

ガス機器とガス栓をつなぐ場合は、接続具を必ずガス機器側からつ
ないでください。

S型 L型

接続面 音がするまで
差し込んで
ください。

赤い線がない場
合は接続方法が
正しくない可能
性があります

赤い線まで
差し込む

ゴム管止めで
キッチリ止める

〈コンセントガス栓〉

ガス機器には、適応するガスの種類を示したラベルが貼られています。
新しくガス機器をお買い求めになるときのほか、今までご使用に
なられていなかったガス機器をお使いになるときも、ガスの種
類とあっているか、必ず確認してください。
お引越しの際は、お引越し先のガスの種類を確認してください。
（ガスの種類は、引越し先でご契約されたガス事業者から、通知されます）

●
●

●

ポイント

記載されているガス機器は一例です。ガス機器を購入される際に、接続口の形と大きさをご確認頂き、必ず取扱説明書をよくお
読みいただいてから、接続してください。
上記以外の接続方法については、ガス機器購入店へお問い合わせください。

●

●

ポイント

ガスの種類とあっていないと、正常な燃
焼をせず、不完全燃焼による一酸化炭素
中毒または異常燃焼による火災の原因
となるおそれがあります。

固定して使用するガス機器は、お客さまご
自身で設置しないでください。

固定して使用されるガス機器の設置には、安全性などの面から、最新の知識や専門的な設
置技能が必要です。
特に屋内にふろがまなど一部のガス機器を設置する場合は、法令により適正な給排気設
備の設置が義務付けられており、工事を行う場合は国で定められた資格が必要です。
対象となるガス機器または設置工事の方法は、ガス機器販売店にお問い合わせください。
圧縮ガス（酸素・空気など）を併用する特殊な機器をご使用になられる場合は、事前にガス
事業者へ連絡してください。

●

●

●

ポイント

ガス機器が正しく設置されない場合、接続
箇所からガスがもれ、着火・爆発の原因と
なるおそれがあります。
また、燃焼した排気ガスが屋内に入り込み、
一酸化炭素中毒となるおそれがあります。

ガス機器・ガス栓の接続口のタイプはそれぞれ２
種類。接続器具をガス機器・ガス栓へつなぐときは
形状やサイズを確認し、それぞれにあったものを
使用してください。

形状やサイズがあっていないものを接続
した場合、接続箇所からガスがもれ、着
火・爆発の原因となるおそれがあります。

ソフトコードは大きさが9.5mmのタイプと13mmのタイプがあります。

ゴム管用ソケット

接続具 ガス栓

プラグが付けら
れていない

使われていないネジガス
栓にはプラグを取り付け
てください。
※プラグが取り付けられ　
　ていない場合はガス事
　業者にご連絡ください。

プラグ

ゴム管は、適切な長さで使用してください。

接続具がコンロ下などの高温部に
近づかないように接続します。

不使用のネジガス栓には、
必ずプラグを取り付けます。

固定して使用する
ガス機器の場合の一例 ガス栓への取り付け方

給湯器・ふろがまなど

大きさ9.5mmのホースエンドタイプのテーブルコンロ接
続口に、誤って大きさ13mmのソフトコードを接続した
ためガスもれが発
生。テーブルコンロ
の火をつけた際、も
れたガスに引火し
接続具を焼損した。

ホースエンドタイプ

ゴム管用ソケット ホースガス栓

9.5mm
●接続不可例

13mm

テーブルコンロを使用する際に、ホースガス栓に誤って
ゴム管用ソケットをつなげたソフトコードを接続していた
ため、ガスもれが発
生。テーブルコンロ
使用中に、もれたガ
スに引火し、接続具
を焼損した。

●接続不可例

ホースエンドタイプ

AB̶120 （̶a）1
都市ガス用13A
○○○kW（○○○kcal/h）
201704̶0001
○○○株式会社

型式
適応するガスの種類
ガス消費量
製造年月・製造番号
メーカー名

誤った接続による事故が
発生しています。

〈ホースガス栓〉

10 ガス機器を買う前にガスの種類を確認。
ルール

12 ガス機器を接続するときは“形”と“大きさ”を確認。
ルール

11 ガス機器の設置は販売店へ相談。
ルール

現在当社がお客さまにお届けしているガスには一酸化炭素は
含まれていません。
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コンロ

ファンヒーター 炊飯器

オーブン

ガス機器
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最新のガス機器、かなり進化してるね 古いガス設備や機器、心配だなあ
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ガス機器の設置 ガス設備の取り替え

土の中に埋められている白ガス管（亜鉛メッキ鋼管）は、交換しましょう。

古いタイプのガス栓も
お取り替えをおすすめします。

ヒューズ機能の仕組み旧型ガス栓

お取り替え

ヒューズが作動正常

古い

新しい
ポリエチレン管

硬質塩化ビニル被履鋼管

ポリエチレン被履鋼管

ガス管の腐食状況（例）現在製造されているコンロは、すべてのバーナーに、
煮こぼれや点火ミスなどで火が消えたときにガスを
ストップする立ち消え安全装置、天ぷら油の温度が
約250℃になると、ガスを止め火災を防止する調理
油過熱防止装置、消し忘れ消火、早切れ防止機能な
ど、安全便利機能を搭載しています。

「センサー」で
天ぷら油の過熱などを防止

ファンヒーター
フィルターの目詰まりなどで
新鮮な空気が不足したら、異
常を検知し自動的にガスを止
めます。

不完全燃焼防止装置付

使用方法
■（点火・出湯）（消火・出湯停止）
● プッシュボタンをいっぱい押してください。バー

ナーに着火しお湯が出ます。 （水）の位置では
水が出ます。

● 再度プッシュボタンを押してください。
　 お湯（水）が止まり消火します。

ーの目詰まりなどで

小型湯沸器
ほこりによる熱交換器の目
詰まりなどがあったとき、炎
の異常を検知し、自動的に
ガスを止めます。

絹巻ラセン管にかわり、耐久性が向上したガスコードが
販売されています。現在絹巻ラセン管を使用されてい
る場合は、早急にガスコードにお取り替えください。

赤・青ゴム管にかわり、耐久性が向上したソフトコードが
販売されています。現在赤・青ゴム管を使用されている
場合は、早急にソフトコードにお取り替えください。

絹巻ラセン管

ガスコード

より安全性能の高い機器へのお取り替えをおすすめします。

センサーコンロ 不完全燃焼防止装置付

ソフトコード ガスコード

青ゴム管

赤ゴム管

検査合格都市ガス

検査合格都市ガス

ソフトコード

合格都市ガス用

場所に合わせ最
適なガス管にお
取り替えします。

交　換

お取り替えをご検討いただきたいのは、お客さまの所有物と
なる敷地内のガス管です。お取替えは有償で行わせて頂きます。
現在ガス管の材料として使用されているポリエチレン管や被
覆鋼管は、腐食や地震に強く、地震対策としても有効です。
場所に合わせた、最適なご提案させて頂きますので、ガス事
業者までお問い合わせください。　

●

●

●

ポイント

〈白ガス管とは？〉
鋼管表面に亜鉛メッキを施したガス管をいいます。
白ガス管は、強度・耐食性・施工性等を兼ね備えた
ガス管の材料として昭和20年代から一般的に使
用されてきました。
長年土の中に埋められた白ガス管は、土の性質や
水分などの影響により徐々に腐食が進行し、ガス
もれが発生する場合があります。
※土質や環境により腐食の度合いが異なります。

現在新しく取り付ける場合に使用されているヒュー
ズガス栓は、まんいちゴム管がはずれたりした場合、
自動的にガスを止める機能がついています。

道路側
お客さまの敷地

ガスメーター※は
ガス事業者の
所有物です。

（サブメーターを除く）

敷地内のガス設備は
お客さまの所有物

ガス本支管は
ガス事業者の所有物

● 赤熱面（金網部分）に変形や、やぶれなどの異常がある
場合は、不完全燃焼を起こし、一酸化炭素（CO）中毒の
原因となるおそれがあります。

● 不完全燃焼防止装置付のファンヒーターなどへお取り
替えください。

● 暖房シーズン前に点検をおすすめします。

金網ストーブはファンヒーターへのお取り替えをおすすめします。

※2. ソフトコードやガスコードでも外観に傷や溶けなどの異常が見られるときは、お取り替えください。
※3. 絹巻ラセン管からガスコードにお取り替えされる場合は、別途接続用部品が必要となる場合があります。
　　 詳しくは販売店にお問い合わせください。

※1

※2※2 ※3

※1. 不完全燃焼防止装置付の機器
　　 でも、お使いになるときは必ず
　　 換気してください。

ーの目詰まりなどで
不足
的

不完全燃焼防止装置

ーの目詰まりなどで
足したら、異

的にガスを止

ほこりによる熱交換器の目
詰まりなどがあったとき、炎
の異常を検知し、自動的に

お取り替えおすすめ

※ガスメーターは計量法に基づき、検定満期となる前に
　ガス事業者がお取り替えいたします。（10年または7年）

※改装や敷地内を掘る工事をされるときはガス事業者へご連絡ください。安全に工事して頂くために、アドバイスさせていただきます。

13 古くなったガス管は交換。
ルール
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ソフトコード

合格都市ガス用

場所に合わせ最
適なガス管にお
取り替えします。

交　換

お取り替えをご検討いただきたいのは、お客さまの所有物と
なる敷地内のガス管です。お取替えは有償で行わせて頂きます。
現在ガス管の材料として使用されているポリエチレン管や被
覆鋼管は、腐食や地震に強く、地震対策としても有効です。
場所に合わせた、最適なご提案させて頂きますので、ガス事
業者までお問い合わせください。　

●

●

●

ポイント

〈白ガス管とは？〉
鋼管表面に亜鉛メッキを施したガス管をいいます。
白ガス管は、強度・耐食性・施工性等を兼ね備えた
ガス管の材料として昭和20年代から一般的に使
用されてきました。
長年土の中に埋められた白ガス管は、土の性質や
水分などの影響により徐々に腐食が進行し、ガス
もれが発生する場合があります。
※土質や環境により腐食の度合いが異なります。

現在新しく取り付ける場合に使用されているヒュー
ズガス栓は、まんいちゴム管がはずれたりした場合、
自動的にガスを止める機能がついています。

道路側
お客さまの敷地

ガスメーター※は
ガス事業者の
所有物です。

（サブメーターを除く）

敷地内のガス設備は
お客さまの所有物

ガス本支管は
ガス事業者の所有物

● 赤熱面（金網部分）に変形や、やぶれなどの異常がある
場合は、不完全燃焼を起こし、一酸化炭素（CO）中毒の
原因となるおそれがあります。

● 不完全燃焼防止装置付のファンヒーターなどへお取り
替えください。

● 暖房シーズン前に点検をおすすめします。

金網ストーブはファンヒーターへのお取り替えをおすすめします。

※2. ソフトコードやガスコードでも外観に傷や溶けなどの異常が見られるときは、お取り替えください。
※3. 絹巻ラセン管からガスコードにお取り替えされる場合は、別途接続用部品が必要となる場合があります。
　　 詳しくは販売店にお問い合わせください。

※1

※2※2 ※3

※1. 不完全燃焼防止装置付の機器
　　 でも、お使いになるときは必ず
　　 換気してください。

お取り替えおすすめ

※ガスメーターは計量法に基づき、検定満期となる前に
　ガス事業者がお取り替えいたします。（10年または7年）

※改装や敷地内を掘る工事をされるときはガス事業者へご連絡ください。安全に工事して頂くために、アドバイスさせていただきます。

13 古くなったガス管は交換。
ルール
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1. お客さま情報の保護についての考え方

　静岡ガス株式会社（以下「当社」といいます。）は、ガス・電気・熱等の各種エネルギーをはじめ、当社の商品・サービスを安全、
安心してご利用いただくための各種業務を円滑に行うため、各種のお申込みの受付、保安点検、機器販売、各種工事等の機会に、当社
が直接又は業務委託先等を通じて、お客さま等の氏名、住所、電話番号、E メールアドレス等（以下「個人情報」といいます。）を収集・
利用させていただいております。当社は、個人情報の保護を重要な社会的責務と認識し、この責務を果たすため、個人情報を以下の内
容に従って取り扱います。

2. 利用目的について

　当社では、お客さま情報を次の目的に利用させていただきます。
⑴エネルギー供給及びその普及拡大
⑵エネルギー供給設備工事
⑶エネルギー供給設備・消費機器（厨房、給湯、空調等）の保安
⑷漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
⑸エネルギー消費機器・警報器等の機器及び住宅設備・生活関連商材の販売（リース・レンタル等を含む）、設置、修理・点検、商品開発、

アフターサービス
⑹上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積、教育、研究開発
⑺その他上記⑴から⑹に附随する業務の実施
　なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、口座振替先の金融機関、情報処理会社、協力会社等に業務の一部を委託することが
あります。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲でお客さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委
託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。

3. お客さま情報の第三者への開示・提供について

　「2. 利用目的について」に記載した場合及び以下のいずれかに該当する場合を除き、お客さま情報を第三者へ開示又は提供いたしま
せん。
⑴ご本人の同意がある場合
⑵法令に基づき開示・提供を求められた場合
⑶人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
⑷公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
⑸国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務
　の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑹次項 4. に掲げる者に対して提供する場合

4. お客さま情報の共同利用について

共同利用その１
　当社及び静岡ガスグループ各社は、下記のとおりお客さまの個人情報を共同利用いたします。

【共同して利用するお客さま情報の項目】

・お客さまの氏名、住所、電話番号等の基本情報
・エネルギー利用状況に関する情報
・保安・修理に関する情報
・エネルギー消費設備・機器・建物等の情報
・エネルギー消費機器等のリース契約情報
・工事に関する情報 
・販売に関する情報

【共同して利用する者の範囲】

静岡ガスエネルギー株式会社　静岡市駿河区池田 50-5 静岡ガスリビング株式会社　静岡市駿河区八幡 1-5-38
静岡ガス＆パワー株式会社　富士市蓼原 1146-1 静岡ガス・エンジニアリング株式会社　静岡市駿河区池田 28
静岡ガスサービス株式会社　静岡市駿河区池田 50-5 静岡ガス保険サービス株式会社　静岡市駿河区八幡 1-5-38
静岡ガスクレジット株式会社　静岡市駿河区八幡 1-5-38 吉田ガス株式会社　山梨県富士吉田市下吉田 6-5-1
下田ガス株式会社　下田市中 467 信州ガス株式会社　長野県飯田市箕瀬町 3-2700
佐渡ガス株式会社　新潟県佐渡市春日 183 袋井ガス株式会社　袋井市高尾 1940-1
中遠ガス株式会社　掛川市中央 1-18-1 御殿場ガス株式会社　御殿場市川島田 600
島田ガス株式会社　島田市横井４丁目 16 番 32 号 清水エル・エヌ・ジー株式会社　静岡市清水区袖師町 1900
エネリア各店　　　̶

静岡ガス　プライバシーポリシー 【利用する者の利用目的】

「2．利用目的について」に掲げる業務

【お客さま情報の管理について責任を有する者】

静岡ガス株式会社

共同利用その２
　当社は、下記のとおり、ガス小売事業者及び一般ガス導管事業者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。当社は、
共同利用の目的のために共同して利用するお客さま情報の項目ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客さまの個人情報を共同利用するもの
であり、必ずしも全てのガス小売事業者及び一般ガス導管事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。

【共同して利用するお客さま情報の項目】

・お客さまの氏名、住所、電話番号及び小売供給契約の契約番号の基本情報
・供給地点特定番号、計器情報、負荷計測器有無、メーターガス栓位置、検針情報、使用量情報、供給圧力、託送契約異動情報、建物情

報の供給地点に関する情報
・供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報

【共同して利用する者の利用目的】

・託送供給契約の締結、変更または解約
・小売供給契約（最終保障供給に関する契約を含む。）の廃止取次及び供給者切替に伴う消費機器等の保安に関する情報の提供
・供給地点に関する情報の確認
・ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行
・消費機器調査の結果の通知

【共同して利用する者の範囲】

・ガス小売事業者（※1）
・一般ガス導管事業者（※2）
※1 ガス小売事業者とは、ガス事業法第 6 条第 1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、ガス小売事業者として経済産業大臣の登録を 
　受けた事業者をいいます。事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ
　（http://www.enecho.meti.go.jp/）をご参照ください。
※2 一般ガス導管事業者とは、ガス事業法第 35 条の許可をうけた事業者をいいます。

【上記お客さま情報の共同利用の管理責任者】

・お客さま氏名等の基本情報については、小売供給契約を締結しているガス小売事業者（ただし、最終保障供給を受けているお客さまに
関する基本情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者）

・供給地点特定番号等の供給地点に関する情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者（一般ガス導管事業者が行う
特定ガス導管事業の供給地点を含む）

・供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報については、小売供給契約を締結しているガス小売事業者

5. お客さま情報の照会・訂正等について

　当社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報に関する照会や、訂正、追加については、お申し出いただいた方がご本人で
あることを確認した上で、合理的な期間及び範囲で照会への回答、情報の訂正をいたします。

6. お客さま情報の消去について

　当社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の一部または全部を消去した場合、ご要望に沿ったサービスの提供ができな
くなることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。（なお、関係法令に基づき保有する情報については、消去
のお申し出には応じられない場合がございます）。

7. 法令等の遵守について

　当社は、お客さま情報の保護に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記における取り組みを必要に応じて見直し、その改善
に努めます。

8. お客さま情報の受付窓口

【お電話でのお問い合わせ】
お客さまコンタクトセンター　　0570-020-161（ナビダイヤル）

【インターネットでのお問い合わせ】
当社ホームページ内「その他のお問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
※法令の改正等にあわせて、プライバシーポリシーを変更する場合がございます。最新のプライバシーポリシーにつきましては、

ホームページをご確認ください。
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1. お客さま情報の保護についての考え方

　静岡ガス株式会社（以下「当社」といいます。）は、ガス・電気・熱等の各種エネルギーをはじめ、当社の商品・サービスを安全、
安心してご利用いただくための各種業務を円滑に行うため、各種のお申込みの受付、保安点検、機器販売、各種工事等の機会に、当社
が直接又は業務委託先等を通じて、お客さま等の氏名、住所、電話番号、E メールアドレス等（以下「個人情報」といいます。）を収集・
利用させていただいております。当社は、個人情報の保護を重要な社会的責務と認識し、この責務を果たすため、個人情報を以下の内
容に従って取り扱います。

2. 利用目的について

　当社では、お客さま情報を次の目的に利用させていただきます。
⑴エネルギー供給及びその普及拡大
⑵エネルギー供給設備工事
⑶エネルギー供給設備・消費機器（厨房、給湯、空調等）の保安
⑷漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
⑸エネルギー消費機器・警報器等の機器及び住宅設備・生活関連商材の販売（リース・レンタル等を含む）、設置、修理・点検、商品開発、

アフターサービス
⑹上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積、教育、研究開発
⑺その他上記⑴から⑹に附随する業務の実施
　なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、口座振替先の金融機関、情報処理会社、協力会社等に業務の一部を委託することが
あります。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲でお客さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委
託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。

3. お客さま情報の第三者への開示・提供について

　「2. 利用目的について」に記載した場合及び以下のいずれかに該当する場合を除き、お客さま情報を第三者へ開示又は提供いたしま
せん。
⑴ご本人の同意がある場合
⑵法令に基づき開示・提供を求められた場合
⑶人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
⑷公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
⑸国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務
　の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑹次項 4. に掲げる者に対して提供する場合

4. お客さま情報の共同利用について

共同利用その１
　当社及び静岡ガスグループ各社は、下記のとおりお客さまの個人情報を共同利用いたします。

【共同して利用するお客さま情報の項目】

・お客さまの氏名、住所、電話番号等の基本情報
・エネルギー利用状況に関する情報
・保安・修理に関する情報
・エネルギー消費設備・機器・建物等の情報
・エネルギー消費機器等のリース契約情報
・工事に関する情報 
・販売に関する情報

【共同して利用する者の範囲】

静岡ガスエネルギー株式会社　静岡市駿河区池田 50-5 静岡ガスリビング株式会社　静岡市駿河区八幡 1-5-38
静岡ガス＆パワー株式会社　富士市蓼原 1146-1 静岡ガス・エンジニアリング株式会社　静岡市駿河区池田 28
静岡ガスサービス株式会社　静岡市駿河区池田 50-5 静岡ガス保険サービス株式会社　静岡市駿河区八幡 1-5-38
静岡ガスクレジット株式会社　静岡市駿河区八幡 1-5-38 吉田ガス株式会社　山梨県富士吉田市下吉田 6-5-1
下田ガス株式会社　下田市中 467 信州ガス株式会社　長野県飯田市箕瀬町 3-2700
佐渡ガス株式会社　新潟県佐渡市春日 183 袋井ガス株式会社　袋井市高尾 1940-1
中遠ガス株式会社　掛川市中央 1-18-1 御殿場ガス株式会社　御殿場市川島田 600
島田ガス株式会社　島田市横井４丁目 16 番 32 号 清水エル・エヌ・ジー株式会社　静岡市清水区袖師町 1900
エネリア各店　　　̶

静岡ガス　プライバシーポリシー 【利用する者の利用目的】

「2．利用目的について」に掲げる業務

【お客さま情報の管理について責任を有する者】

静岡ガス株式会社

共同利用その２
　当社は、下記のとおり、ガス小売事業者及び一般ガス導管事業者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。当社は、
共同利用の目的のために共同して利用するお客さま情報の項目ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客さまの個人情報を共同利用するもの
であり、必ずしも全てのガス小売事業者及び一般ガス導管事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。

【共同して利用するお客さま情報の項目】

・お客さまの氏名、住所、電話番号及び小売供給契約の契約番号の基本情報
・供給地点特定番号、計器情報、負荷計測器有無、メーターガス栓位置、検針情報、使用量情報、供給圧力、託送契約異動情報、建物情

報の供給地点に関する情報
・供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報

【共同して利用する者の利用目的】

・託送供給契約の締結、変更または解約
・小売供給契約（最終保障供給に関する契約を含む。）の廃止取次及び供給者切替に伴う消費機器等の保安に関する情報の提供
・供給地点に関する情報の確認
・ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行
・消費機器調査の結果の通知

【共同して利用する者の範囲】

・ガス小売事業者（※1）
・一般ガス導管事業者（※2）
※1 ガス小売事業者とは、ガス事業法第 6 条第 1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、ガス小売事業者として経済産業大臣の登録を 
　受けた事業者をいいます。事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ
　（http://www.enecho.meti.go.jp/）をご参照ください。
※2 一般ガス導管事業者とは、ガス事業法第 35 条の許可をうけた事業者をいいます。

【上記お客さま情報の共同利用の管理責任者】

・お客さま氏名等の基本情報については、小売供給契約を締結しているガス小売事業者（ただし、最終保障供給を受けているお客さまに
関する基本情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者）

・供給地点特定番号等の供給地点に関する情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者（一般ガス導管事業者が行う
特定ガス導管事業の供給地点を含む）

・供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報については、小売供給契約を締結しているガス小売事業者

5. お客さま情報の照会・訂正等について

　当社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報に関する照会や、訂正、追加については、お申し出いただいた方がご本人で
あることを確認した上で、合理的な期間及び範囲で照会への回答、情報の訂正をいたします。

6. お客さま情報の消去について

　当社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の一部または全部を消去した場合、ご要望に沿ったサービスの提供ができな
くなることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。（なお、関係法令に基づき保有する情報については、消去
のお申し出には応じられない場合がございます）。

7. 法令等の遵守について

　当社は、お客さま情報の保護に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記における取り組みを必要に応じて見直し、その改善
に努めます。

8. お客さま情報の受付窓口

【お電話でのお問い合わせ】
お客さまコンタクトセンター　　0570-020-161（ナビダイヤル）

【インターネットでのお問い合わせ】
当社ホームページ内「その他のお問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
※法令の改正等にあわせて、プライバシーポリシーを変更する場合がございます。最新のプライバシーポリシーにつきましては、

ホームページをご確認ください。
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